
「死ぬ権利」はフィクションか

一一安楽死の是非をめぐ、って一一

はじめに

午命倫月!の傾城で近午さかんに議論されている

テーマの a つに安楽死の問題がある。それを法制

化すべきか行か、そのfl~拠はどこに求められるべ

きか等が論じられている。議論が多いということ

は、オランダ他をのぞいて、現実に安楽死法なる

ものが[11:界で、ほとんど成立をみていないから、と

も考えられよう。はたして、安楽死という観念は

私たちにどのような倫理的な問題を突き付けるの

であろうか。

あらかじめ、安来死のhlJf:をめぐる本論の立I易

を|リlらかにしておこう O 以ドにおいて主題化する

のは、安楽死のなかでも日発的かつ積柑的な'b:来

死であるが、本論lはとれについて肯定するもので

ある。なぜなら、生の傾限であるおのれの死の到

*に対しても、伽|人が，'，分で決定をドすこと(，'， 

己決定)は、'i然i認められるべきであるからである。

しかし、おのれの死についての「自己決定」とい

う原則に対してあくまで警戒心をもってという条

件付きでである。後に三皮する或る論斉は、あま

りにもこの原則に対して楽観的であるように忠わ

れる。また、他}j・において、「死ぬ権利」というも

のが|欺踊的観念」であるとして、この|欺踊的

観念」に)+cづく積極的な安楽死を認めないとする

別の論者もいる。本論は雌かに結論において後背

の主張とは」線を幽するが、しかし、彼の捉ぶし

た it'J己決定の倒釦」という論点に傾聴すべきも

のがある限り、これを修正して安楽死容認論に組

み込みたいと思う O

以ド、第 2ttriから第4首jまで、安楽死谷iLZに)え

対する代表的な議論Iを取り 1-_げ、それらを再反論

するというかたちで議論を進める。総じて生命に

関わる倫用問題の検討は、理論的な厳密な根拠づ
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けよりも、阪城引場のリアルな感覚をこそ重制す

べきである。人間の生死にかかわる現場・の感覚か

ら出発して、概念構成を試みるのである。さもな

ければ、倫聞学は空理空論だとして誰からも十nf
にされないだろう。

1 安楽死の概念的な区別

自分の J立Jよiをよー明できるか、そうでないかに

よって山発的安来死と非i'J発的なそれに分けられ、

医師の忠斉への対処の什:Jjによって積極的安楽死

と消柑的なそれに|え日IJされる。積柑的安来死では

医自rliは致死去さを投与するが、 j円柑的なそれの場介、

治療の中 l上がおこなわれるO

小;諭が取り 1--げるのは、i'l発的かつ積極的安楽

死である 1)。このように議論の対象を絞り込むの

は、次のような開山による。非 "J発的な安楽死の

場介、すでに|民械の現場のなかで暗黙のうちに積

倒的にか消倒的にか行われていて、通常の医蝶行

為の-部になっている。よって、これが今後さら

に新しい問題として、是非を争う熱い議論のテー

マになるととは、ほとんどないだろうからである。

さて、，'， '5t的かつ積極的安楽死のイメージを具

体的にもちたいので、オランダ人失件:カルラの

ケースを19し長いが次に記す。このカルラの場合、

安楽死問題を考えるうえでの主要なポイント(安

来死を認めうる要件、彼kと医師チームおよび家

族との濃密な関係)が合まれている。

1988年、カルラは当時47歳で、すでに結婚し

ており、 |イにの f供が4人いた。 ド腹部に捕みを

ともなう肺れものができたので、かかりつけの医

師に診察してもらいに行った。彼女は癌とわかっ

た。子術後、カルラは化学療法を受け、しばらく
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のあ ったが、 3丹、

した。アドミうーん底部はカルラの皮膚

の下に注射針を差し込んで、そこからモルヒネを

連続的に投与し、それによって彼kの痛みを止め

ることができた。カルラは、痛みがなくなった事

実にほっとしたものの、散後には官体が悪化する

のではないか していたのある [1、γドミラー

とき、 f長久}ま

くれた。彼は ブ

とされる話題ではありません。しかし最後に決定

をくだすのは私一人でも、あなた一人でもありま

せんよJと言った。その病院では、死の手助けを

する最後の決定には、医師同:入、者議婦一入、そ

して勝、斉の精神面での助言者三人のうちの-人

口…マ・カトリックの神父、ブ口ラニスタン

ヒューマ二スト・カウンセラ…j の

れか一人一…かちなるチームの用意が必要とされ

た。

いよいよカ)vラ泣J言、激に衰弱しはじめた。カル

ラは依然として気丈で、、カトリックの信仰に支え

られていた。しかしついに、苦しみを終わらせて

くれるよう彼火は頼んだ。家族は彼女の願いにつ

いて話し合った。[ま療スタップの政見も、

死ぬのを手助けする以外、彼女の苦し

るために

とで一殺した。

カ)vうとγドミうーん医師と家援とが集まり、

翌日に安来死をおこなうことに決めた。カルうは

自分が安楽死を希望していることを示す文書に署

名した。いよいよその時が来ると、カルラは死に

たいという自分の気持ちに変わりのないことを織

かめた。カルうの犬とカルラの姉妹:入、地匹の

神父、そして子勲二人が見守るなか、アドミラー

した。彼女は眠りむつき、

ことはMもないというこ

さて、カ)vうのケースにおいて、アドミうーん

して、彼女を永遠の眠りにつ

かせたこと、直裁にいえば、殺したことは道徳的

にやはり非難されるべきことであろうか。

2 r殺すことJと「死なせることJt:の区別に基

づく、安楽死容認への反論

安楽S死を認めない立場は、「殺すことj

安来死)と f死なせることJ

を導入し、前者が後者と比べてよ

るものであると主張する。

まい、

すなわち f一人の

わちせること I は、断じてなされてはならないと

しかし、このような灰別にもとづく見解は、ぞ

れほど説得力があるだろうか。この問題に対して、

レイチェルスは次のよく知られた伊jをもちだして、

「殺すことJと「死なせることj との開にはなん

ら道徳的な瀧いはないと主張する。

〈ケースリ

スミスは、もし つ

た場合、莫大な財産を得る立場にある。ある晩、

その子が誠呂に入っているところに彼はしのび込

み、その子を溺死させ、それからあたかも事故で

あるかのごとくとりつくろった。 4)

(ケース 2)

ジョーンズもまた、もし彼の 6歳の従弟の身に

f可かあった場合、莫大な院ffを得る立場にある。

スミスと同じようにジョー

溺死させようと識呂場にしのび、込んだ。ところが、

昆呂場に入った強端、ジョーンズは、その子がす

べって頭を打ち、頭から水のI-tに落ち込んでしま

うのを見た。ジョーンズはよろこんだ。そして、

必要とあらばその従弟の婦を押し込もうと、かた

わらに立つ…ーが、その必要はない。ジョ…シズ

が何もしないで見ているうちに、その子はほんの

少し手足をパタパタさせただけで、ひとりでに事

fスミス試

供を死ぬに

したが、ジョーンズは単に子

る。それが、スミス

とジョーンズの唯 A の違いなのであるJ6)。それで、

は、行動が瀧うのに、両者のあいだに道徳 Lの瀧

いが生じないとする考え方とは、どのようなもの

であろうfJ¥O それは、結果主義的な見方である。

スミスは、子供を殺さないこともできたが、子供

13 
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地方、ジョーンズの場合、彼は溺れて

ミる子供を助けるととができたが、子供は死んだ。

子供給が死んだ、ということでは、両者に瀧いはない。

したがって、「殺すことj の方が「死なせることJ

よりも、いっそう悪いということにはならないと

するレイチェルスの議論は、いちおう

ある。

先の議論は二人の邪悪な動機ι 安楽死

の場面で立ち現れる訳擦関保育の慈悲にとむ動機

との相濯に由来する、「殺すことjあるいは f死な

せることJの実慨的な意味合いの異なりを無現し

ょう。また、死期が迫っていな

い子併とi患っている患者との濃いについても、そ

れを考慮しなければならないブアクターの一つで

あると三うことができょう。

しかし、ここではレイチェルスの議論にふくま

れる結集主義的な克方を援用することによって、

権額的安楽死に対する反論が退けられ得るという

論点を確保することで満足したい。

3 r滑りやすい援の識論Jに基づく、安楽死容皆、

への反論

安楽死そ認めない立場は、「滑りやすい坂の議

論Jを取り上げて次のように反議を企てる。

f夜、は安楽死にはまったく反対である。確かに、

ったものであり、熟練し

た、良心的な人の手によって行われれば、そのよ

うな状況に対処するのに最も人i義的な方法であり

うるだろう。しかし、安楽死の法制化は、国家や

無知な人や良心のかけらもない人の手にわたれば、

最も危挨な武器になるだろう。安楽死が法制イヒさ

れればどんな犯罪が廿われることになるかを知る

には、 くにまでさかのぼる必要は

ないj

安楽死をいったん社会全体が認めてしまうと、

それは f滑りやすい坂Jを転がり落ちて、ついに

は人間を殺す便利な口実に使われるだろうという

わけである。 r滑ちやすい坂Jそ転がり務ちた例と

して、ナチスの恐ろしいふるまいを挙げる斉もい

る。

f出発点は安楽死溜動の基本である(生きられる

に個しない生命といったものがある〉という態度

を受け入れることだった。当初、この態度は議度

の慢性病患者だけに関心をぷしているにすぎな

かったο しかし、この範鶴に含まれる人々の領域

が徐々に拡大し、社会的に非生産的な者、次にイ

ロギー的に灯ましからざる者、その次口氏族

的に好ましかちざる者、そしてつい北ドイツ人に

あらぎる者すべてが合まれることになったのであ

るj紛

言うまでもなく、このような事態は絶対あって

はならない。そのために、本論をふくめ安楽死を

舟定する者は、安楽死を認めうる要件を厳格に定

め、それを実行する離にも多くの手続きをふまな

ければならないと考えるのは当然である。たとえ

ば、オランダ王立医師会が定めた、安楽死が認め

られうる条件をシンガーが紹介しているが、これ

は「滑りやすい板j に歯止めをかけようとしてい

ること、明らかである。

「医師だけが安楽死をおこなうこと。

死にたいという欲求についてまったく疑う

にない、明確な要請が患者からあること。

患者の決定が l~分な情報にもとづいた自

ものであること。

患者が改議される見込みのな

しみの状況にあること。

い痛み

居、普の苦しみを謝えうるものにする有効な方法

が;まかにないことο

医師は細心の注震を払ってその決定に惑しなけ

ればならず、第三者の立場にある他の匿師から参

くことJ

本論冒頭で紹介したカルうの安楽死の場合、こ

れらの壊百がすべて悌っていることがわかる。し

かし、彼女の安業死が適正な仕方でおこなわれた

からといって、現況が り を転がり

落ちていないと い。そこで次に、実憾に

なにが起こっているかを示す、 1990年にオランダ

れた調査結果を見ることにしたい。

調査によれば、死亡例の総数48，700件のうち、

し、 22，500r牛は

医師が死期を早めることを知りつつ、投薬によっ

る決定に関連し、 2，300件は積極

fl発的安楽死の結果、 400件は医師による内

殺封助である。残りの1，000件i立、 r~三締が薬を与

えたり、延方したり、投与したりしたときに、

者の生命を早く ちせるという 日的が

14-
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あったにもかかわ

なかったケースであるj

に1，000人も

か。実は、この

lフ

をし

殺されているのだろう

もひどく苦

くらか していたJ

話し合いがなされなかった場合は、忠背が

r;意識{底下j の状態にあったのがほとんどであっ

たという。

以上の調査結果から、横倒的な非自発的安楽死

のケースがあるにしても、オミ期でもなんで、もない

患者本人の生きたいという意思に反して、安楽死

させたという事例を読み取ることはできない。そ

の限り、「滑りやすい板の議論Jを活にとって安楽

死に反対する合理的な埋出は、何もないというこ

とになろう。それは過度の心配による、開働力の

産物といえる。

肝心なのは、その坂を滑らないような謝止めを

置くことである。繰り返せば、安楽死を認めうる

を

医療関係者に戯格に守らせることである。

4 安楽死容認識に拭理論的な線機がないにとiこ

基づく、安楽死容認への反論

安楽死を

によって、自分の生舟を姐することの A つである

安楽死を選ぶことは、当然許されるべきものにな

る。或る論者は、患者が安楽死を求める権利を、

「死ぬ権利Jと名づけている。

しかし、ここで「死ぬ権利Jという名称、をもち

いる際に、次の点に注意しなければならない。ぞ

れは、この用語は「権利」という観念が湖常合ん

でいる意味内容を逸脱していること、また問閥と

なる事柄が、人間事象のなかで最も特異な死とい

うことである以上、たとえば「投梨への権利Jと

同列には置きえないことである。これらの点を、

さらに詳しく掘り下げていきたい。

いている。

をもっ。それゆえ、 f自己決定Jによっておのれの

穿体をどのように耳元り扱おうが、それは身体の所

有者に全面的に委ねられている。

しかし、身体あるいは生命への所高機という論

点に対して、口ックの労働所有権論に立って次の

ような疑義がさしはさまれている。

「人格に対しては所有権は紛れるが、身体・生命

に対しては所有権はそもそも折れないとしている

点、これである。ロックはいう、「いかなる者も、

自分が自分自身のうちにもっていないもの、つま

り自分自身の生命を支配する権力を、他人に誠り

渡すことはできない」。なぜか。ぞれは白己の生命

や身体そのものの発生は自分打身のいかなる労働

によっても達成できず、労働概念:と

縁であり、よって所有権を帰しうる

は、身体ある

という観念に怯存しているが、しかし、

を

有権なるものはそもそも譲渡の契機を含んでいる。

それでは、生命の譲設に関して向けら

開はどうであろうか。

「死ぬ権利が所有権概念にのっとって理解され

ていること、そして、所有権概念が譲渡を本来的

に含むこと、安楽死はそうした死ぬ権利という所

有権の一種の譲渡として理解できること、とこま

ではよいだ、ろうと思われる。しかるに、生命を丸ご

と譲漉する、というのはどういう事態だろうかJ14) 

この論者によれば、生命の譲渡という事態が考

えられない限り、生命の所有権ということも決し

て許えない。したがって、生命の所有権に立腕lし

たパ死ぬ権利」、それは正真正銘の担造であり、

… 15… 



f死ぬ株:平IlJはフ

るJIら)と結論づけられる。

さで、この批判をどのように受けとめ才リまよい

だろうか。所有と譲渡とを事柄の表と哀のように

対にして思考することは、本論も用意し、生命自

るものも意味をなさないことはまさに

その通りであろう。しかし、この際、

と生命とを医号守することが必要であり、それぞれ

の場合;ごついて考えなければならない。

たとえば、人は自分の身掠の一部(たと

を譲披して、それのJ必裂な他人に移模するこ

とができる。また、

を仙人に譲渡して、被の奴隷になることも可能で

あろう。それに対して、生命の譲渡という

確かに考えることができない。生命はとムとつの全

{本として、分割することが不I可能だかちである。

この意味において、生命の議波という事態が考え

られないのは、物件とは医jjlJされる全命という

ものiこ由来する、特殊なケースであるからで

誌なかろうか。

しかし、主命の所有が身体の所有に基礎を置い

ているなもば、上述したように、身体の議波がまっ

たく思考不 f可能なわけではない。したがって、身

体の所有権に組ざした f死ぬ権利j は、まったく

の であ・ハ る;というわけ

ではない。

第三に、 fタビぬ権不IlJの遊行によって、結果を享

受できるものはいないという論点について検討し

たい。

という概念は、それを行能してその結果を

ぎるということを含意していると考えられ

るが、「死ぬ権手IL!の場合、権利を行使して、

を享受できる斉が存在しない、よってここに「権

可てはめること誌できない J16)。

iを誰が行使するのか。むろん、大多

数は末期の重症患者である。それでは、その入は

どのよう

身体的

のであろうか。

すなわち、よい、幸福な

死であると考えられる。しかし、逆説的なことに、

f死ぬ権利|をまさに行鈍して死んだ瞬間、この

結:県はその人から逃れ去る。なぜなら、死んでい

るからである。こう考えるならば、「死ぬ権利lは

「権利j でも釘でもないというこ

とになろう r死ぬ権利jが f投票への権利iと

16 

ケションか

列に置きえないと先に青ったのは、こうした意味

合いによる。

しかし、この点を認めたうえで、「死ぬ雄平IJJと

いう観念にそれ同有の効果を認めることは許され

てよい。それiまたとえば、遅々の狩痛にみまわれ

ている人にとって「死ぬ権利jがあるというだけ

で、現実にそれを行捷しなくとも、最後のよりど

ころとしてその人にわずかながちの安塙をもたら

すというようなことは考えられうる。

三つの論点にそくして「死ぬ権科j の埼

した。最後の論点を考え

るならば、 ること

は間違いない。だが、たとえそうであるにしても、

それに或る実質的な重みがあって、単なるブイク

ションではないと感じてしまう。安来死の合法化

ナーシング・ホームで、 f本がずれ落ちない

よう椅子に総でくくりつけられている、「体の一部

が麻建し、耳が聞こえなくなり、話をするのもやっ

とJ17)の討が、娘にむかつて自分の命を終わらせ

てくれとイ11JJ史も{IIJ現も懇願している姿をみて、あ

なた(母)に誌 f死ぬ権利j がありますととまえな

い娘のつらさは偽物であろうか。

5 r自己決定j原票IJの危うさを岳覚ずる、安楽死

容認の立場

され始めたころ、

となっていたのは「自己決定iだっ

た。妊娠中絶、臓器移植、安楽死、インブオーム

ド・コンセントなど、どの場面でも向己決定が最

と述懐し、最近

や「自

19)と嘆く

て、彼は「自弓決定の原理iを

る。そし

りどころ

にして、次のように問いかける。 r安楽死は、とく

に穣極的な安来死は{生命倫埋学者は]なかなか認

めたがらないのだ。〈中略)問題は自己決定を否定

することによって解決するのだろうか。安5臨死を

制限することが必要なのだろうか J20)。

それに対して、 rfヨ己決定の倒錯iを指携し、

白日決定iにもとづく安楽死推進論は

絶されねばなもない円1)と主張する者もいる。

さて、;立たして、どちらの締常に組みすべきで
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あろうか。「自己決定」原則についての評価をいか

に下せばよいのだろうか。後者の言い分から検討

したい。

第一に、「自分だけの考慮によって自己責任のも

とで自分のことを決定する」山ことは、本来不可

能であるという論点。公平に判断して、多くの

「自己決定」論者が想定する「自己決定」の性格

とは、やはりこのようなものであろう。だが、冷

静に考えれば、一々の決定がその当人に固有なも

の、つまり、他人からの干渉を全くうけないもの

であることは不可能である。「自己決定」による判

断と表面上見えるものでも、判断の起源へとさか

のぼれば、自分の属する文化、生活環境あるいは

受けた教育内容による刷り込みが、大きく関与し

ていることは間違いない。

第二に、ややもすると「自己決定」論者が見過

ごす論点である、安楽死が問題になる文脈で生じ

ている共働的な状況について。「安楽死は決して自

己決定のみに関わる問題であるのではない。それ

は、二人の人、すなわち、殺される人と殺す人と

の間の相互的かつ社会的な意思決定の問題なので

ある」幻)。確かに、白殺のケースは、殺される人

と殺す人とが同一であるので、「内己決定」が純粋

に現れるような問題場面である。しかし、安楽死

の場合、カルラのケースをみればわかるように、

末期患者、複数の医療関係者は当然として、患者

の家族をも巻き込む。そうである限り、「自己決定」

にもとづく安楽死が問題になるまさにその文脈お

いて、かえって他者との協働がつよく求められる

ことになる。この点を踏まえるなら、次のような

発言も奇異には聞こえない。

「社会や医療の側の権利、医師の権利、それも必

須のファクターとして考慮しなければならないの

である。安楽死に関する自律的自己決定論がそう

した必須要件を等閑に付しているなら、「自己決

定」ということを取り違えている、 I~'I 己決定」の

倒錯を犯していると、そういうべきなのではない

か」 μ)。

「自己決定」原則についての本論の立場は、最大

限それを尊重するというものである。その意味で、

前者の考え}jに結論としては同調する(安楽死容

認)。だが、本論が前者に全面的に賛成で、きないの

は、|直前にみた重要な第:の論点に対して前斉の

17 

目配りが、致命的に欠けているからである。前者

のそぶりは、「自己決定」という原則に対して過度

に楽観的であると言わざるを得ない。

他方において、後斉の第一の論点lごついては、

確かに自律的な「自己決定」の根底には刷り込み

があるにしても、自己意識のある患者がおのれの

意思(安来死の選択)を表明する際には、それは

通常、「自己決定」されたものとして考えるのが自

然である。したがって、第 a の論点を挙げること

で、「自己決定」という事態が虚構であるというの

は、これまた行き過ぎた主張というべきである。

よって、「自己決定」原則を尊重する本論は、 In
己決定」論者がややもすると見過ごす、協働的な

状況の重要性に対して自覚的になったうえで、安

楽死を容認する立場に立つ。

おわりに

最後に、安楽死を法制化する際の医療環境、お

よび今後論じるべきことについて一言述べたい。

カルラのケースをみればわかるように、安楽死

は患者と医師チームとの問に信頼関係が成立して

いなければ、行われてはならないものである。出、

者の精神的な側面のサポートは、彼y，・の場合には

医師のほかに、 3人が受け持っていた。こうした

充実した医療環境を、ここ日本において簡単に見

い出すことができるであろうか。

「オランダは高水準の医療と社会保障とを全|玉|

民に与えている福祉国家である(中略)。さらにオ

ランダでは、誰もが自分のかかりつけの医師をも

ち、通常は何年もその医師に診てもらっているJ25) 

たぶん、日本の医療環境を忠えば、安楽死の台

法化はそれほどはやくやっては来ないだろう。 26)

また、本論の安楽死問題に対する接近の仕方は、

「自己決定」する患者の視点に偏したものである

が、医療に携わる人々の観点もやはり無視するこ

とはできない。 27)というのも、患者と医師チーム

との共働的な状況においてのみ安楽死が行われる

べきであるからである。今後の課題をそのように

方向づけたところで、本論を閉じることにしたい。

【注】

1) 以下、とくに断りがないかぎり、安楽死とは

内発的かつ積極的安楽死を指す。
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〈ナカニシヤ出版 20035f) 85頁。

1設) li司書、 rr.i]頁。

20) 同書、 88資。なお

21) 一ノ瀬LE樹

研究~ (東京大学21世紀COEプログラム「生

をめぐる死生学の構築ム

20031[':脊号)所訳、 58頁。

22) 問書、 51-2頁。

23) Irij書、 53頁。 し、とればカラハンの文

章。

24) 同書、同頁。

25) ピーター・シンガー『生と死の倫理~ (棺

昭和堂 2002年) 198頁。

26) 日本における f心用的サポートj の惨状北

ついては、広井良典 f生命の政治学~ (岩波

2003年) 115-132頁参照。

27) 現在わが国においては、これまで問題にし

てきた安楽死は、医師を「自殺関与罪j に

追い込むものである。現状がそうである限

り、 i央師の側から安楽死に横楢的に関わろ

うとすることは考えにくい。安装死法が成

立した場合、惑悲に富む院部たちが

いされないだけでもメリットはある

ように患えるのだが。しかしながら、本論

が示したこうした主張に対して、なお次の

ような異論を提示する者もいる。「自殺関与

聖のもの〈安楽死)は、やはり

を貸すというの辻、生命尊

重の基本原理から見て許容されないと盟、わ

れる。自殺を穎望する若ぎに対してはやは

生きることへの励ましこそが大切であろ

うj とし、せいぜい「抵療の場で麻薬など

による鎮痛措置を施す治機型安来死が限度

ではないかj という。(石原明 W?まと

理20講(第2版)~ (日本評論社、

200頁。)

るこの窓見は、伝統的訟「医の檎時」の立

場からのものと理解できるが、末期患者の

前にして「生ぎるととへの励ましj

を医師が発しなければならないか、

どは婦問である。
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